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〈財政貧しても鈍することなく〉 

2019 年度定時社員総会 2018 年度事業報告/決算を決議 

代表理事 安藤博 

福島原発行動隊（SVCF）の 2019 年度定時社員総会

が 6 月 28 日開催され、それに先立つ理事会の承認

(定款第 54 条)を経て報告された 2018 年度決算（事

業報告、貸借対照表/損益計算書/財産目録）を決議し

た（同 17 条）。 

総会では、合わせて全役員（理事、監事）の再任を決

議（同 27 条）。総会後の理事会で、安藤博理事の理事

長再任を決めた（同 2）。5 月 25 日に死去された平井

吉夫監事の後任人事は差し当たり行わないこととした。 

2018 年度事業報告において特筆すべきは、「福島復

興支援事業」が公益法人である SVCF の行うべき事業

（公益事業）として内閣府の認定を受けたことである

（注：正式の認定期日は新年度の 2019 年 5 月 27 日。

内閣府の認定書では、「福島復興支援事業」は、以下

のように規定されている。「東日本大震災で放射能被害

を受けた特異な困難を踏まえて、各種の復興事業に必

要な役務・技能を提供する。」）。 

立ち入り/居住を禁じられる「帰宅困難区域」が、2017

年 4 月以降一部地域を除き解除され、避難者の帰還

が進んでいる。それに従って、帰還に伴う様々な困難

に遭っている被災/避難者、企業から切実な支援が求

められることとなり、当法人はこれに応ずる支援活動を

少しずつ手掛けてきた。2018 年 10 月以降は、この支

援活動を「公益事業」として認定された基幹事業とすべ

く、関係官庁に鋭意働きかけを行ってきたのである。 

SVCF 財政は、2018 年度に収入が激減したことにより、

団体発足以来の厳しい状況に直面することとなった。

同年度決算で、受取寄付金は、前年同年度の 8 分の

1 程度。賛助会費も、前年度より約 25%減。収入総額

(経常収益計)は約 61 万 4 千円で、前年度の約 3 分の

1 となっている。 

支出総額 (経常費用計)は前年度とほぼ同じ約 195 万

9 千円で、収入不足分は前年度以来の繰越金(一般正

味財産期首残高)で埋めている。この結果、次(2019)年

度への繰越額(一般正味財産期末残高)は、前年度の

半分以下の 117 万円となった。貸借対照表と財産目録

上の「正味財産」も同様である。 

繰越金(正味財産)が監督官庁（内閣府）から「遊休資

産」と目され、SVCF 会計の難点と指摘されてきたの

は、つい前年度までのことである。団体立ち上げから二

年ほどの間に全国の多くの方からいただいた 1,500 

万円を超す寄付金が、毎年の収支赤字(支出超過)にも

かかわらずなお多額の繰越金として持ち越されてきた

結果である。あたかも不当な蓄財であるかのように指弾

されるのに窮して、2017 年度決算は現金・預金（2018

年 3 月 31 日現在約 227 万円）のうち半分余り（130 

万円）を定期預金とし貸借対照表上「固定資産」とす 

ることで、「遊休資産」を解消した。前述した繰越金によ

る収入不足分の穴埋め」は、その「定期」としたばかりの

預金の大半をわずか半年後に取り崩すことによって行

われたのである。 

「ことここに至っては」と、ちょうど一年前の本誌で述べ

たのと同じことを力説しなければならない。高齢化によ

る会員減少を補うための新しい会員獲得に努める一

方、可能な限り支出を合理化して、SVCF 活動の基幹と

福島復興支援事業に必要な資金を確保する。 
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SVCF の収入が減っても被災者/企業の困難が減るわ

けではない。状況の変化に柔軟に対応し、財政困難に

あってもわれわれの行動が鈍化/萎縮していくことのな

いようにするための気概を持ち続けたい。 

                           

平成30年（2018年）度事業報告 

 

基本方針について  

2011年3月11日に発災した東京電力福島第一原子力

発電所の事故収束作業は、汚染水を処理出来るところ

まで進んだ。また、除染土壌を「除去土壌」にして活用

する実証実験も開始されている。他方、本題である燃

料デブリの取出しや廃炉化に向けた取り組みは進展し

ていない。 

福島原発行動隊は そうした長期的な事故収束作業に

対する様々な提案をはじめ、研究・研修・啓発事業を関

係各部署との連携のもと積極的に推進した。  

事業の推進に当たっては、当法人の基本的立場「原発

事故の収束作業に当たる若い世代の放射線被曝を軽

減するため、比較的被曝の害の少ないシニアの退役技

術者・技能者を中心とする部隊が長年培った経験と能

力を活用し、現場に赴いて行動する」を堅持し、政府等

関係機関に対しても、事故収束事業に当法人を活用

する体制の整備を要請した。シニア技術者の雇用を図

る促進法案も作成しているが国会上程までには至って

いない。 

このような状況のもとで平成29年（2017年） に一部地域

を除いて帰宅困難区域が解除された。当法人としては

帰還に伴い様々な困難に遭っている方や企業に対し

て「福島復興支援事業」を行うことを決め、公益認定2の

事業とする「見直し申請」を行い、認定された。 

具体的事業について  

1．福島第一原発構内および周辺の環境放射線等モニ

タリング事業  

(1) 前年度に引き続きモニタリング作業にかかわる安

全・衛生管理体制の整備に努めた。  

(2) 被災自治体の双葉郡川内村および楢葉町との間

では環境放射線モニタリング作業にかかわる「覚書」を

締結しており、本年度も同様の覚書を更新した。「覚

書」に基づき、両町村民の要請に応じて個人住宅の室

内および敷地内の空間線量の測定を行おうとしてい

る。しかし、モニタリングの要請は極めて少なくなってい

る。 

2．福島復興支援事業  

帰宅困難区域の解除に伴い帰還された住民や企業に

対して福島復興支援事業を行うための「支援規程」を作

成した。富岡町、富岡町社会福祉協議会と協議して

「小さなことから大きなことまで身体を動かして協力しま

す」と書いたA3判のポスターを作成して富岡町内に貼

っている。今後は双葉郡8町村でも制作・貼り出しの活

動を行う。「かわうちワイン」からは年間４～５回の支援

要請を受けている。また、帰宅困難区域の大熊町住民

からの「草刈を行ってほしい」という要望には応えてきて

いる。 
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3．研修事業  

参議院議員会館内で月例の講演集会（「院内集会」）を

開催。福島第一原子力発電所の現況、廃炉作業等の

展望等ににつき、団体メンバーと外部の関心層の啓蒙

に努めている。 

前年度の３月からはテーマを決めて数回実施するシリ

ーズ開催にした。第一シリーズは、「低線量被曝の現状

と被曝影響の評価について」で、年度をまたいで開催さ

れている。このシリーズは、福島原発事故により原発周

辺や放射能の拡散地域にどのような被曝（低線量被曝

に注目）が発生し、またその影響がどのように想定され

るかについて、現在までに行われた調査研究の成果

を、福島原発事故被災者/帰還希望者の方々や広く放

射線被曝に関心を持つ人々と共有し、今後の被災者

帰還や被災地復興に役立てることを意図している。 

第二シリーズは＜「原発事故被災県 福島」復興を担う

人たち＞とし、人に焦点をあてて実際に「復興」に尽力

されている方々から現況・課題・夢をお話していただい

ている。これまでに開催した研修・啓蒙活動は以下の

通りである。 

(1) 「東京電力福島第一原子力発電所見学会」の実施 

(2) JAEA 楢葉遠隔技術開発センターの見学 

11 月 19 日に楢葉町にある「JAEA 楢葉遠隔技術開発

センター」の見学を実施した。 

(3) 広報宣伝事業  

院内集会を参議院議員会館で月に一度のペースで開

催し、国会議員（含、秘書）の多数の出席を得て、その

後のロビー活動に貢献した。  

『SVCF通信』を月に一回のペースで発行し、そのつど
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国会議員全員に届けている。第108号までとなった。 こ

れまでの主な内容は別紙で示した。 

東京電力が毎月発表する東京電力福島第一原子力発

電所の「収束・廃炉」状況を読み解く「1fwatcher」をホー

ムページで公表している。

第97号 平成30年（2018年）＝４月20日発行
2018年度活動方針　理事長：安藤博　他

第98号 平成30年（2018年）＝5月25日発行
院内集会71　「福島県における農産物、魚介類の放射能の実態」福島県環境保全農業課主幹：古川
勝弘さん　報告　他

第99号 平成30年（2018年）＝6月22日発行
「ふくしま再生の会」の田植えに参加して　行動隊員：杉山隆保　他

第100号 平成30年（2018年）＝７月20日発行
2017 年度事業報告/決算報告　他

第101号 平成30年（2018年）＝8月24日発行
院内集会72　「低線量自然放射線の人体影響に関する調査研究の成果」公益財団法人体質研究会：
秋葉 澄伯さん　報告　他

第102号 平成30年（2018年）＝9月21日発行
　【 ふくしま万言う記 】　行動隊員：高橋 済　他

第103号 平成30年（2018年）＝10月12日発行
院内集会74　「廃炉作業の現況」報告　進む環境整備、つまづく使用済み燃料の取り出し、小ステップ
化する燃料デブリの取り出し」　原子力損害賠償・廃炉等支援機構他　報告　他

第104号 平成30年（2018年）＝11月9日発行
福島現地行動（稲と土壌の放射線量測定のサンプル採取と稲刈り)報告　行動隊員：加藤 朗　他


第105号 平成30年（2018年）＝12月7日発行
福島復興支援事業に向けた“営業活動”　理事長：安藤博　他

第106号 平成30年（2018年）＝1月11日発行
院内集会77　「農業の復興に寄与したい ＜野馬土＞のアプローチ」＜野馬土＞代表：三浦広志さん
報告　他

第107号 平成31年（2019年）＝2月8日発行
「でも、諦めはしない 第２回 福島県大熊町帰還困難区域内の家屋周辺草刈り作業に参加して」　会
員飯島 定幸　他

第108号 平成31年（2019年）＝3月15日発行
院内集会79　「ふるさとを応援する」　NPO＜大熊町ふるさと応援隊＞代表：渡部千恵子さん　報告　他

2018年4月から2019年3月までの「SVCF通信」発行記録

 

 

https://1fwatcher.wordpress.com/
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＜第 84 回院内集会のご案内＞ 

 

日時：7 月 25 日（木曜）11-13 時 

会場：参議院議員会館（地下鉄有楽町線永田町駅国

会方面改札徒歩 3 分）102 号会議室 

当日 10：30 から 11：00 まで参議院議員会館ロビーにて

「SVCF」のプラカードを持った担当者が入館証をお配り

します。 

講師：山田猛史さん（福島市飯野町、牧畜家) 

<山田 猛史さんの震災後の歩み> 

・ 避難の経過 

平成 23（2011）年 7 月 1 日、西白河郡中島村へ和牛 20

頭とともに 3 年間避難した。家族は 4 名。 

平成 23（2011）年５月、京都に息子夫婦と孫の 3 名が 5

年間避難した。息子は但馬牛専門の食肉店で修業。

長女が小学校入学時に福島に帰った。 

 

 

・ 平成 29（2017）年飯舘村で放牧実証実験。 

・ 29（2017）年は牛 6 頭と水田。 30（2018）年は牛 12

頭と水田と畑で放射能検査。いずれもＮD． 

・ 平成 31（2019）年（今年の）3 月末に飯舘村に新牛舎

完成。牛 80～100 頭の収容が可能。今月に牛の搬入

予定。 

・ 地区内の水田の約半分位を借り上げた(20 ヘクター

ル)。放牧、採草で畜産農家として生活出来る経営をめ

ざしている。 

・ 65 歳の時に息子に経営委譲した。肥育、肉屋という

夢を持って経営に取り組んでいる。 

・ 中山間地域であるが広い耕地があり、牛の力を借り

ながら、農地の活用をめざしている。 

・ 現在、和牛の繁殖に取り組み 74 頭（育成を含む）が

居る 

現在は福島飯野町居住。養鶏場跡地を買い入れて牛

舎に改築した。 

 

第 83 回院内集会(6 月 27 日) シリーズ講演＜福島復興の担い手たち＞ ③ 報告 

「ふくしま農家の夢ワイン」に希望を乗せて 本多和弥さん 

本多さんは「ふくしま農家の夢ワイン㈱」を立ち上

げた二本松市東和地区農民 8 人のお一人です。 

本多さんは「夢ワイン」の成り立ちから語り始めまし

た。 

以前より農民有志が酒を酌み交わしながら、この

地の耕作放棄地や遊休農地、農家の跡継ぎ問題

などを憂い、「なんとかせにゃならん！」と夜な夜な

話し合っておられました。 

農家が多いので「どぶろく」をつくって販売しようか

という話になったのですが、「今の時代、どぶろくよ

りワインだべ。なんにも作っていない畑がたくさんあ

るからそこにワイン用の葡萄を植えて、それでワイ

ンを作ってここに都会から人を呼ぼう。」という話で

盛り上がったのが 2009 年ころ。そこからワイナリー

設立に向けて快進撃が始まったそうです。 

まず、他のワイナリーの視察。葡萄畑の視察。葡萄

を植えてくれる農家の募集。 

葡萄畑にするため桑の木や雑木を伐採、抜根して
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耕し、2010 年葡萄の苗を注文。葡萄苗が届く時期

に東日本大震災があり、苗を載せたトラックが福島

県に入ってこられず、すでに新芽が沢山出ている

のを大事に植えたということです。 

農林水産省をやめて、この地で有機農業を始めた

関元弘さんが自ら発泡酒の免許を取得し、製造販

売をしていたこともあり、夢ワイン設立の力となり醸

造免許の取得にも貢献し、有志 8 人のうちの一人

にもなっておられます。 

地元の酒造会社で醸造を担当していた若者や農

家の息子を従業員として迎え、着々と準備を整え

ていきました。 

特区というものは、自治体が取得するもので、2012

年 3 月、東北では 3 例目となる「ワイン特区」を二

本松市東和地区が取得しました。桑の実、葡萄、リ

ンゴなどの果実も限定されていました。 

2012 年 9 月 19 日ふくしま農家の夢ワイン株式会

社設立。2013 年 4 月醸造免許取得。2013 年 7 月

シードル発売開始。翌年には特区免許が解除され

他地域の果実での請負醸造も開始されました。

2014 年 4 月には最低製造基準 6 kl を 3 年間満た

したため、永久免許が取得できました。 

ブドウが収穫されるまで、地域の果樹園からリンゴ

を無償でもらい、シードルを醸造されました。原子

力発電所の爆発事故により風評被害で売れなくな

ってしまったリンゴでしたが香り高く爽やかな飲み

口で今でも人気商品の一つとなっているそうです。 

2017 年から運行を開始したＪＲ東日本の豪華列車

「四季島」ではキャトリエム（りんご酒）、葡萄のワイ

ンとも運行当初から採用され、栽培農家、醸造家と

もに励みとなっているとのことです。 

今では葡萄栽培農家も 20 軒となり、各農家が植え

ている葡萄は 6000 本。自社圃場も 2017 年に植栽

のイベントを行いながら 6 品種各 1000 本の葡萄の

苗を植えており、合わせて 12000 本。今年の収量

予想は 30 トン。1kg の葡萄から 720ml 瓶 1 本がで

きると換算して 3 万本のワインが出来上がります。 

これからが正念場。農家なので営業も会社経営も

素人の集まり。販路拡大を目指すため色々なイベ

ントや商談会に出展し勉強を重ねておられます。 

将来、年間 50 トンの収量、5 万本のワイン生産を

目標に売上を伸ばし、若者を数名雇用して地域の

活性化にますます貢献していくよう、老体にむち打

ちあと数年は頑張っていくとおっしゃっておられま

した。 

今年、息子（42歳）さんが自分もワイナリーに携わり

たいと転職して来る予定。親の背中をみてくれてい

るんだと親バカで嬉しい気持ちの反面、厳しい世

界に足を踏み入れさせてしまうのではと不安もある

とのことでした。 

「神道修行中です」 

会員 篠原浩一郎 

福島原発行動隊発足以来の最古参メンバー、篠原浩一郎さんが、2018年 10月以来、神主さんになるための修行をし

ておられます。今年 11月には修行を終え、堂々の神主になられるとのこと。 

イタリア中北部の世界最古の共和国とされるサンマリノ(人口約 33,000人)にある神社の奉賛会理事長を務められて

いて、この神社の 5周年行事のためこれまで 2回サンマリノに出向いておられます。 
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神主となるまでに神道に打ち込まれることになったのはなぜか…本誌へのご寄稿「神道修行中です」で、その所以を

お読み取り下さい。 

私が住んでいる大久保には大勢のアジア系外国人が

住んでいる。どんどん増えて日本人居住地域に入り込

んできている。いずれ、人種摩擦は免れないだろうし、

彼らの子供が成人するころには重大な社会問題になる

だろう。我々日本人の生活信条が彼らに尊敬されるも

のでなければ、彼らは日本社会に溶け込もうとはしない

だろうし、最近の日本人の生活信条に私は、不安を感

じる。 

「お天道様が見て御座るから、恥ずかしいことはしな

い。誠心誠意物事をおこない、隣近所に親切にする。」

こうしたことは、集落の神社を中心とした共同体にあっ

たのだが、この頃めっきり希薄になっている。私は地域

の神社の復活が必要だと思う。  

令和が国文であると喜んでいるが、義務教育の音楽は

どうして洋楽しかやらないのだろう？ 日本には雅楽あ

り、能楽あり、長唄、小唄、民謡がある。三味線があり、

笛や尺八があり、鼓や太鼓がある。能も歌舞伎も文楽、

神楽もある。神社の境内でこうした和楽音楽や舞台を

子供も大人も外国人も一緒に楽しみたいと思う。  

明治維新以後、地方自治の矮小化、形骸化がどんどん

進み、経済の大都市集中と相まって、地方の経済は疲

弊し、誇りが失われ人口が激減してしまった。幸い、経

済停滞の長期化という時代は逆に地方におけるビジネ

スチャンスが増え、農村の良さが見直され、移住を決意

する若者も増えつつある。私は、神社を中心とした農村

の活性化、共同体の強化が進めばよいと思う。都会で

はどうなのか？あまり自信はないが可能性があるとは思

う。 

明治維新政府は外国と思想対決するために国家神道

を作り出し、天照大神と天皇を神様としたワンパターン

の神社に統合し、地域共同体のまとまりの中心の産土

神を徹底的に消滅させた。戦後、国家神道は否定され

たが、いつの間にか、国家神道復活を呼号する声が強

くなっている。私が言っているのは地元の神様を祀る地

域密着神社の活性化だ。日本人の精神のよりどころで

ある神社まで国有化、官僚化しては、強制でもしない限

り誰も信仰しなくなるだろう。  

大言壮語してきたけれど、私は神職になって小さな神

社を作り、死んだ仲間の霊を祀りたいと思っているだけ

だ。 

＜行動隊 7・8 月スケジュール＞ 

下記の活動はどなたでも参加できます。 

 

7 月日程（12 日以降） 

＜連絡会議＞ 

12，19，26 の金曜日 

＜院内集会 84 回＞ 

25(木) 

8 月日程 

＜SVCF 通信 113 号＞ 

・発行日：23 日(金曜) 

・編集担当：安藤 

＜連絡会議＞ 

2、9、16、23 の各金曜日。 

26～31 日の週は、福島行きのた

め zoom 会議 


